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Ⅱ 運行管理者試験合格率 ５回連続全国一達成！ 
 平成１９年度第２回運行管理者試験の合格発表が４月１日にあり、

合格率が８４．７％（全国平均６９．７％）を記録し、５回連続で全

国一となりました。 
 合格された方につきましては、心よりお喜び申し上げます。また、

残念ながら合格に至らなかった方につきましても、トラック協会では

今後も、試験対策講習会を開催するなど、受験対策に力を入れてまい

りますので、再チャレンジに向けてがんばってください。 
 ※なお、合格された方は３ヶ月以内に資格者証交付申請手続をしな

いと、合格が無効になりますのでご注意願います。 

Ⅰ 軽油引取税等の暫定税率撤廃実現！ 

 平成２０年４月１日午前零時をもって、軽油引取税等の暫定税率が

失効し、１７．１円の暫定税率分が引き下げられました。 
 近年の燃料価格高騰の折、会員事業者の皆様にとり朗報となりまし

た。 

Ⅲ 燃料サーチャージ制講習会の実施 

 政府が公正取引委員会と協議の上、今般「トラック運送業における燃

料サーチャージ緊急ガイドライン」を策定したことに伴い、４月７日

に、流通経済大学 物流科学研究所 教授 小野秀昭氏を講師にお迎

えし、講習会を実施いたしました。会員の皆様にとっては非常に関心

のあるテーマであり、当日は、１３５名の参加がありました。 

 また、ガイドラインを遵守しない場合は、事業改善命令が発動され

ることが予定されております。今回欠席された方につきましては、各

支部座談会においても同様の説明会を開催いたしますので、必ず参加

されますようお願い申し上げます。 

 サーチャージ運賃届出様式は、近日中に協会ＨＰにも掲載予定です。 
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  Ⅶ 職員の移動について  

平成２０年４月１日付けで下記の通り、トラック協会職員の異動がありましたので

お知らせいたします。今後とも会員の皆様のご指導、ご支援をよろしくお願い申し上

げます。 

適正化指導員 今野政秋（新規採用）    適正化事業部長 杉沢 直（退職） 

職  員  照井美佳（新規採用）     職  員   金 幸代（退職） 

 

Ⅴ 美里さんを救う会に３５．９４７円を募金 

  当協会員の（株）岡部興業社員：岡部武氏の奥様で

ある美里さんが「拡張型心筋症」という難病のため、

心臓移植をしないと生命の維持ができない状況にあ

ります。 
  このため当協会では、募金箱を設置し、協会関係者、

各講習受講者等に広くご協力を呼びかけてまいりま

した。 
  そして、今般「３５．９４７円」を手術費用等に役

立てて頂くために、募金させていただきました。 
  美里さんの一日も早いご回復をお祈りいたします。 

Ⅷ 陸災防事業 

 ４月、５月分の講習会の案内はトラック協会ＨＰをご覧いただくか陸災防にお問い合わせ願います。 
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Ⅵ トラック運送事業における適正取引の推進について 

  トラック運送事業については、荷主、元請事業者、下請事業者間の取引の適正化

を図るため、平成１６年から下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法物流指定が

適用されておりますが、こうした法律による規制に加えて、今般「トラック運送事

業における下請･荷主適正取引推進ガイドライン」が策定されました。 
   会員の皆様におかれましては、本ガイドラインを活用し、適正取引を推進されま

すようお願い申し上げます。なお、ガイドラインの内容につきましては、ＨＰから

ダウンロードいただくか、トラック協会までご連絡いただければお送りいたします。 
 

Ⅳ 街頭指導が実施されました! 
  春の交通安全運動（４月６日～１５日）期間中の、

４月１０日が「交通事故死ゼロを目指す日」に指定さ

れ、全国的に事故防止運動が展開されたことに伴い、

当協会でも全県の主要道路において、街頭指導、事故

防止アピール活動を展開いたしました。 
  当日は、県内各支部の会員１８０名に参加していた

だきました。お疲れ様でした。 
  また、運動期間終了後も、引き続き事故防止に努め

られますようお願い申し上げます。 

 

 


